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　（  部  局  別  ）

区　　分

備   考

総務部 1 (1) 3 6 1 (1) 11 (2)
同意議案
３件追加

企画部 1 1

保健医療部 1 1 2
条例議案
１件追加

農林水産部 1 1

商工労働部 1 1

土木建築部 2 2

病院事業局 1 (1) 1 2 (1)

公安委員会 1 1

合　　計 2 (2) 7 5 6 1 (1) 21 (3)

※　（　）内は先議案件であり、内数。
※　下線箇所は追加提出議案に係るもの。

（件）

令和２年第４回沖縄県議会（６月定例会）

議　　　　案　　　区　　　分

部　局 予  算 条  例 議  決 同　意 承　認 合  計

（件） （件） （件） （件） （件）
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区分 議　　案　　名 部　局 備 考

甲 1 予算 令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第４号） 総務部 先議

甲 2 予算 令和２年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号） 病院事業局 先議

乙 1 条例
沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する
条例

総務部

乙 2 条例
東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に
対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する
条例の一部を改正する条例

総務部

乙 3 条例 沖縄県税条例の一部を改正する条例 総務部

乙 4 条例
沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例

商工労働部

乙 5 条例
沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条
例

病院事業局

乙 6 条例 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例 公安委員会

乙 7 議決 工事請負契約について（大東地区情報通信基盤整備工事） 企画部

乙 8 議決 訴えの提起について 土木建築部

乙 9 議決 交通事故に関する和解等について 保健医療部

乙 10 議決 車両損傷事故に関する和解等について 農林水産部

乙 11 議決
弁護士報酬請求事件の和解について（識名トンネル工事契約
問題）

土木建築部

乙 12 同意 沖縄県人事委員会委員の選任について 総務部

乙 13 同意 沖縄県収用委員会委員の任命について 総務部

乙 14 同意 沖縄県公安委員会委員の任命について 総務部

乙 15 承認 専決処分の承認について 総務部 先議

乙 16 条例 沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例 保健医療部 追加

乙 17 同意 沖縄県監査委員の選任について 総務部 追加

乙 18 同意 沖縄県監査委員の選任について 総務部 追加

乙 19 同意 沖縄県監査委員の選任について 総務部 追加
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提出議案の概要
【保健医療部】

【議案名】

乙第16号議案 沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例

【議案提出の理由】

新型コロナウイルス感染症等から県民の生命及び健康を保護し、並びに新型コロ

ナウイルス感染症等が県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるようにし、

もって安全安心の島沖縄を実現するため、新型コロナウイルス感染症等の急速なま

ん延のおそれがある場合の措置等を定める必要がある。

【議案の概要】

１ 目的及び定義について定める （第１条及び第２条）。

２ 沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策本部の設置等について定める （第。

３条、第４条及び第６条）

３ 新型コロナウイルス感染症等への対処の方針について定める （第５条）。

４ 県、県民及び事業者の責務について定める （第７条及び第８条）。

５ 財政上の措置等について定める （第９条及び第10条）。

６ この条例は、公布の日から施行する （附則）。

【説明】

沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例（仮称）の概要

県外から容易に医療等の支援を受けることができない島しょで構成される本県において、県民が安全
に安心して生活できる環境を守るためには、新型コロナウイルス感染症等の急速なまん延を防ぐことが
重要であることに鑑み、新型コロナウイルス感染症対策の措置を定め、県、県民及び事業者の責務等を
明確にし、並びに急速なまん延のおそれがある感染症の発生時に政府対策本部が設置されていない場
合においても対策を迅速に実施するため、本条例を制定する。

条例に基づく施策の実施 特措法に基づく施策の実施

特措法第15条に基づく政府
対策本部の設置

特措法・・・新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）

小康期感染まん延期感染流行期
新型コロナウイルスの

感染症の
まん延のおそれがあるとき

条例に基づく
対策本部の設置

特措法第22条に基づく県対策本部の設置 条例に基づく
対策本部の設置

政府対策本部の廃止

条例に基づく施
策の実施

〇外出自粛の要請

〇県外への渡航自粛要請

〇一部業種への休業要請

〇営業時間短縮の協力要請

〇外出自粛の依頼

〇県外への渡航自粛依頼

〇一部業種への休業依頼

〇営業時間短縮の協力依頼
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